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北朝鮮により発射された「飛翔体」の呼称について 

 

標記のことについて，４月５日付けホームページ掲載時には，「北朝

鮮による飛翔体の発射」と記載しておりましたが，４月１０日に政府

が「飛翔体」という呼称を「ミサイル」に統一したことから，今後は

県としても表現を「ミサイル」に改めます。 


